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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオン二次電池が複数直列に接続されたリチウムイオン組電池を管理するリチ
ウムイオン組電池の管理装置であって、
　前記各リチウムイオン二次電池に設けられ、前記リチウムイオン二次電池を個々に放電
させて電圧を下げるためのバランス回路と、
　前記リチウムイオン二次電池の充電電圧が所定電圧よりも高い場合に、対応するバラン
ス回路を作動させる制御手段と、
　前記制御手段からの監視データを受信して前記リチウムイオン組電池を監視するととも
に、前記制御手段に対して放電指令および放電を停止させる電圧である放電停止電圧を指
示する停止電圧指令を入力可能な監視手段と、
を備え、
　前記制御手段は、前記監視手段からの放電指令を受けて、交流を直流に変換する交流直
流変換器と前記リチウムイオン組電池との間の充電回路に接続される主スイッチに対して
開指令を送信するとともに、前記リチウムイオン組電池が前記充電回路から切り離された
ことを検知する検知手段に基づきすべての前記バランス回路を作動させ、
　前記監視手段は、前記リチウムイオン組電池の移設のための運搬を目的とする仕様上の
放電終止電圧である放電停止電圧と、前記リチウムイオン組電池の撤去を目的しゼロボル
トに設定される放電停止電圧とを、選択可能である、
　ことを特徴とするリチウムイオン組電池の管理装置。
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【請求項２】
　リチウムイオン二次電池が複数直列に接続され、前記リチウムイオン二次電池を個々に
放電させて電圧を下げるバランス回路が、前記各リチウムイオン二次電池に設けられたリ
チウムイオン組電池を管理するリチウムイオン組電池の管理方法であって、
　前記リチウムイオン二次電池の充電電圧が所定電圧よりも高い場合に、制御手段によっ
て対応するバランス回路を作動させ、前記リチウムイオン二次電池を放電させて電圧を下
げ、
　前記制御手段からの監視データを監視手段によって受信して前記リチウムイオン組電池
を監視するとともに、前記監視手段により前記制御手段に対して放電指令および放電を停
止させる電圧である放電停止電圧を指示する停止電圧指令を入力可能とし、
　前記制御手段は、前記監視手段からの放電指令を受けて、交流を直流に変換する交流直
流変換器と前記リチウムイオン組電池との間の充電回路に接続される主スイッチに対して
開指令を送信するとともに、前記リチウムイオン組電池が前記充電回路から切り離された
ことを検知する検知手段に基づきすべての前記バランス回路を作動させ、
　前記監視手段は、前記リチウムイオン組電池の移設のための運搬を目的とする仕様上の
放電終止電圧である放電停止電圧と、前記リチウムイオン組電池の撤去を目的しゼロボル
トに設定される放電停止電圧とを、入力される目的によって選択する、
　ことを特徴とするリチウムイオン組電池の管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、リチウムイオン二次電池が複数接続されたリチウムイオン組電池を、必要
に応じて放電させるリチウムイオン組電池の管理装置および管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池は、エネルギー密度が高い、自己放電量が少ない、などという
利点を有し、自動車用蓄電池や電気・電子機器用蓄電池などとして広く使用されている。
また、使用目的に応じた電圧や容量を得るために、単電池であるリチウムイオンセルを複
数接続して組電池を構成し、使用する場合がある。
【０００３】
　一方、リチウムイオン二次電池は、過充電や高温環境などによって異常発熱が生じ、さ
らには、電解液が有機溶剤であるために発火事故が発生するおそれがある。このため、高
温環境下に放置された場合に、リチウムイオン二次電池を放電させてエネルギーを放出す
ることで、安全性を確保する、という技術が知られている（例えば、特許文献１参照。）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１２８８１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、リチウムイオン二次電池はエネルギー密度が高いため、リチウムイオン二次
電池の運搬時に衝撃を与えると、発火事故が発生するおそれがあり、また、撤去や設置の
施工時などにおいて、外部短絡をさせるおそれがある。このため、運搬時や施工時などに
おいても、リチウムイオン二次電池を放電させて、安全性を確保することが望ましい。ま
た、特許文献１に記載の技術によれば、リチウムイオン二次電池を放電させることが可能
であるが、高温環境下での安全性を確保するだけのために放電用抵抗体を別途要し、設備
費がかさむことになる。
【０００６】
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　そこでこの発明は、運搬や撤去・廃棄などの前に、リチウムイオン二次電池を放電させ
て安全性を確保することができるとともに、設備費用を軽減可能なリチウムイオン組電池
の管理装置および管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、リチウムイオン二次電池が複数直
列に接続されたリチウムイオン組電池を管理するリチウムイオン組電池の管理装置であっ
て、前記各リチウムイオン二次電池に設けられ、前記リチウムイオン二次電池を個々に放
電させて電圧を下げるためのバランス回路と、前記リチウムイオン二次電池の充電電圧が
所定電圧よりも高い場合に、対応するバランス回路を作動させる制御手段と、前記制御手
段からの監視データを受信して前記リチウムイオン組電池を監視するとともに、前記制御
手段に対して放電指令および放電を停止させる電圧である放電停止電圧を指示する停止電
圧指令を入力可能な監視手段と、を備え、前記制御手段は、前記監視手段からの放電指令
を受けて、交流を直流に変換する交流直流変換器と前記リチウムイオン組電池との間の充
電回路に接続される主スイッチに対して開指令を送信するとともに、前記リチウムイオン
組電池が前記充電回路から切り離されたことを検知する検知手段に基づきすべての前記バ
ランス回路を作動させ、前記監視手段は、前記リチウムイオン組電池の移設のための運搬
を目的とする仕様上の放電終止電圧である放電停止電圧と、前記リチウムイオン組電池の
撤去を目的しゼロボルトに設定される放電停止電圧とを、選択可能である、ことを特徴と
する。
【０００８】
　この発明によれば、充電時において、一部のリチウムイオン二次電池の充電電圧が所定
電圧よりも高くなると、制御手段によって対応するバランス回路が作動し、そのリチウム
イオン二次電池が放電する。これにより、リチウムイオン二次電池の充電電圧が下がり、
電圧が調整される。また、リチウムイオン組電池が充電回路から切り離されると、制御手
段によってすべてのバランス回路が作動し、すべてのリチウムイオン二次電池が放電する
。
【００１５】
　請求項２に記載の発明は、リチウムイオン二次電池が複数直列に接続され、前記リチウ
ムイオン二次電池を個々に放電させて電圧を下げるバランス回路が、前記各リチウムイオ
ン二次電池に設けられたリチウムイオン組電池を管理するリチウムイオン組電池の管理方
法であって、前記リチウムイオン二次電池の充電電圧が所定電圧よりも高い場合に、制御
手段によって対応するバランス回路を作動させ、前記リチウムイオン二次電池を放電させ
て電圧を下げ、前記制御手段からの監視データを監視手段によって受信して前記リチウム
イオン組電池を監視するとともに、前記監視手段により前記制御手段に対して放電指令お
よび放電を停止させる電圧である放電停止電圧を指示する停止電圧指令を入力可能とし、
前記制御手段は、前記監視手段からの放電指令を受けて、交流を直流に変換する交流直流
変換器と前記リチウムイオン組電池との間の充電回路に接続される主スイッチに対して開
指令を送信するとともに、前記リチウムイオン組電池が前記充電回路から切り離されたこ
とを検知する検知手段に基づきすべての前記バランス回路を作動させ、前記監視手段は、
前記リチウムイオン組電池の移設のための運搬を目的とする仕様上の放電終止電圧である
放電停止電圧と、前記リチウムイオン組電池の撤去を目的しゼロボルトに設定される放電
停止電圧とを、入力される目的によって選択する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１および２に記載の発明によれば、リチウムイオン組電池が充電回路から切り離
される場合には、つまり、リチウムイオン組電池が運搬（移設）や撤去などされる場合に
は、すべてのリチウムイオン二次電池が放電されるため、運搬や撤去などの安全性を確保
することができる。しかも、バランス回路が、各リチウムイオン二次電池の電圧調整のみ
ならず、充電回路から切り離す際の放電用としても使用されるため、放電用抵抗体などを
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別途設ける必要がなく、設備費用を軽減することが可能となる。
 
【００１７】
　請求項１および２に記載の発明によれば、請求項２に記載の発明によれば、リチウムイ
オン組電池が充電回路から切り離されたことを検知して、バランス回路が作動するため、
確実にすべてのリチウムイオン二次電池を放電させることができる。
【００１８】
　請求項１および２に記載の発明によれば、監視手段から放電指令を入力することで、バ
ランス回路が作動するため、リチウムイオン組電池の設置・運用状況などに応じて柔軟・
任意に、すべてのリチウムイオン二次電池を放電させることができる。
 
【００１９】
　請求項１および２に記載の発明によれば、リチウムイオン組電池を充電回路から切り離
す目的、つまり運搬や撤去・廃棄などの目的に応じて、監視手段から放電停止電圧を入力
することで、すべてのリチウムイオン二次電池を目的に応じた放電停止電圧まで放電させ
ることができる。これにより、安全性を確保した上で、運搬や撤去・廃棄などを適正に行
うことが可能となる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明の実施の形態１に係るリチウムイオン組電池システムを無停電電源装置
に適用した状態を示す概略構成図である。
【図２】この発明の実施の形態２に係る管理装置を備えるリチウムイオン組電池システム
を無停電電源装置に適用した状態を示す概略構成図である。
【図３】図２の管理装置の変形例を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、この発明を図示の実施の形態に基づいて説明する。
【００２２】
　（実施の形態１）
　図１は、この実施の形態に係るリチウムイオン組電池システム１を無停電電源装置（Ｕ
ＰＳ：Ｕｎｉｔｅｒｒｕｐｔｉｂｌｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｙｐｐｌｙ）に適用した状態を示
す概略構成図である。このリチウムイオン組電池システム１は、単電池であるリチウムイ
オンセル（リチウムイオン二次電池）２が複数直列に接続されてリチウムイオン組電池２
０が構成され、このようなリチウムイオン組電池２０を管理する管理装置を備えるもので
ある。
【００２３】
　この管理装置は、主として、各リチウムイオンセル２に設けられたバランス回路３およ
び電圧計４と、単一の主スイッチ５、コントローラ（制御手段）６および監視装置（監視
手段）７とを備えている。各バランス回路３と各電圧計４と主スイッチ５は、コントロー
ラ６と通信（データ伝送）可能に接続され、コントローラ６と監視装置７も通信可能に接
続されている。また、この実施の形態では、リチウムイオン組電池２０の設置場所から離
れた場所に、監視装置７が設置され、ひとつの監視装置７に対して複数のコントローラ６
が接続可能で、ひとつの監視装置７で複数のコントローラ６を監視、制御できるようにな
っている。
【００２４】
　バランス回路３は、対応するリチウムイオンセル２を放電させて電圧を下げる回路であ
る。具体的には、放電用抵抗３１と放電スイッチ３２とが直列に接続された回路であり、
リチウムイオンセル２と並列に接続されている。そして、後述するように、通常時におい
ては、放電スイッチ３２がオフ（開）状態で、コントローラ６からの閉指令を受けて放電
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スイッチ３２がオンする（閉じる）。これにより、負荷としての放電用抵抗３１によって
リチウムイオンセル２が放電し、電圧が下がるようになっている。
【００２５】
　電圧計４は、対応するリチウムイオンセル２に並列に接続され、充電中および放電中の
リチウムイオンセル２の電圧を計測し、計測結果をリアルタイムにコントローラ６に送信
するものである。
【００２６】
　主スイッチ５は、リチウムイオン組電池２０への充電電流を制御するスイッチであり、
リチウムイオン組電池２０に電力を供給する充電回路に設けられている。すなわち、交流
直流変換器１０１とリチウムイオン組電池２０との間（充電回路）に接続され、商用電源
１００からの電力が交流直流変換器１０１で直流に変換され、主スイッチ５を介してリチ
ウムイオン組電池２０に供給されるようになっている。この主スイッチ５は、後述するよ
うに、通常時においてはオン（閉）状態で、コントローラ６からの開指令を受けてオフす
る（開く）ようになっている。
【００２７】
　また、主スイッチ５と並列にバイパスダイオード８が接続されている。このバイパスダ
イオード８は、リチウムイオン組電池２０からの電流の流れのみを許容する機能を有し、
リチウムイオン組電池２０へは電流が流れないようになっている。これにより、リチウム
イオン組電池２０からの放電が常時可能で、バイパスダイオード８を介してリチウムイオ
ン組電池２０から負荷設備１０３に電力が供給されるようになっている。ここで、商用電
源１００と負荷設備１０３とは、交流直流変換器１０１および直流交流変換器１０２を介
して接続され、通常時においては、商用電源１００からの電力が、両変換器１０１、変換
器１０２で変換されて、負荷設備１０３に供給されるようになっている。
【００２８】
　コントローラ６は、各電圧計４からの計測結果や監視装置７からの制御指令に基づいて
、各バランス回路３および主スイッチ５を制御する装置である。具体的には、フロート充
電中において、いずれかのリチウムイオンセル２の充電電圧が所定電圧よりも高い場合に
、そのリチウムイオンセル２のバランス回路３に対して、閉指令を送信する。これにより
、このバランス回路３の放電スイッチ３２が閉じ、リチウムイオンセル２が放電して、充
電電圧が下がる。
【００２９】
　また、上記のようにして放電されたリチウムイオンセル２の充電電圧が、所定電圧以下
に下がった場合に、コントローラ６から対応するバランス回路３に対して、開指令を送信
する。これにより、放電スイッチ３２が開き、リチウムイオンセル２の放電が停止される
。このようにして、各リチウムイオンセル２の充電電圧を調整する（バラツキをなくす）
ものである。
【００３０】
　さらに、監視装置７から後述するような放電指令を受けた場合には、コントローラ６か
ら主スイッチ５に対して開指令を送信するとともに、すべてのバランス回路３に対して閉
指令を送信する。これにより、主スイッチ５がオフしてリチウムイオン組電池２０への充
電電流が遮断される、つまり、リチウムイオン組電池２０が充電回路から切り離されると
ともに、すべての放電スイッチ３２が閉じて、全リチウムイオンセル２が放電（全セル放
電）を開始する。
【００３１】
　また、監視装置７から後述するような停止電圧指令を受信し、上記のような全セル放電
状態において、各リチウムイオンセル２の電圧が放電停止電圧に達した場合には、そのリ
チウムイオンセル２のバランス回路３に対して、開指令を送信する。これにより、このバ
ランス回路３の放電スイッチ３２が開き、リチウムイオンセル２の放電が停止される。こ
のようにして、各リチウムイオンセル２が放電停止電圧に達するまで、放電が行われるも
のである。さらに、リチウムイオン組電池２０の撤去・廃棄を目的とする場合、すなわち
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、後述するように停止電圧指令における放電停止電圧がゼロボルトの場合には、主スイッ
チ５のオフ状態を維持して、再充電ができないようにする。
【００３２】
　このようなコントローラ６は、各電圧計４からの計測結果や各放電スイッチ３２の開閉
状況などの監視データを、リアルタイムに監視装置７に送信する機能を備えている。さら
に、ＬＥＤなどの表示部を備え、各リチウムイオンセル２の状態、例えば、充電中、全セ
ル放電中、あるいは放電終了などの状態を表示するようになっている。
【００３３】
　監視装置７は、パーソナルコンピュータなどから構成され、コントローラ６から上記の
ような監視データを受信してリチウムイオン組電池２０を監視するとともに、コントロー
ラ６に対して制御指令を送信、入力するものである。すなわち、キーパッドなどの入力部
やＬＣＤなどのディスプレイを備え、入力部からコントローラ６に対して、放電指令や停
止電圧指令などを入力して、コントローラ６を制御する。ここで、放電指令は、上記のよ
うにすべてのリチウムイオンセル２を放電させる指令であり、停止電圧指令は、全セル放
電において放電を停止させる電圧である放電停止電圧を指定、指示する指令である。
【００３４】
　さらに、放電停止電圧は、全リチウムイオンセル２を放電させる目的、つまりリチウム
イオン組電池２０を充電回路から切り離す目的に応じて、設定されるようになっている。
例えば、入力部で目的として運搬を入力、選択することで、放電停止電圧がリチウムイオ
ンセル２の仕様上の放電終止電圧（仕様上放電を終了させる電圧）に設定される。これに
より、リチウムイオンセル２の性能に影響を及ぼさずに、かつ安全に運搬を行うことが可
能になる。また、目的として撤去・廃棄を入力、選択することで、放電停止電圧がゼロボ
ルトに設定される。これにより、リチウムイオンセル２を安全に撤去・廃棄することが可
能になる。
【００３５】
　次に、このような構成の管理装置の作用および、この管理装置によるリチウムイオン組
電池の管理方法について、説明する。
【００３６】
　まず、通常のフロート充電時においては、主スイッチ５がオン状態で、すべてのバラン
ス回路３の放電スイッチ３２がオフ状態となっている。そして、商用電源１００からの電
力が、変換器１０１、１０２を介して負荷設備１０３に供給されるとともに、交流直流変
換器１０１および主スイッチ５を介してリチウムイオン組電池２０に供給される。
【００３７】
　このような充電状態では、常に各電圧計４によってリチウムイオンセル２の電圧が計測
され、その計測結果がリアルタイムにコントローラ６に送信される。そして、いずれかの
リチウムイオンセル２の充電電圧が所定電圧よりも高い場合には、このリチウムイオンセ
ル２のバランス回路３に対して、コントローラ６から閉指令が送信される。これにより、
上記のようにしてチウムイオンセル２が放電し、充電電圧が下がる。また、このリチウム
イオンセル２の充電電圧が、所定電圧以下に下がった場合には、コントローラ６から対応
するバランス回路３に対して、開指令が送信される。これにより、リチウムイオンセル２
の放電が停止され、このようにして各リチウムイオンセル２の充電電圧が調整される。
【００３８】
　このような充電状態で商用電源１００からの電力供給が停止（停電）すると、バイパス
ダイオード８を介して瞬時に（無瞬断で）リチウムイオン組電池２０が放電を開始し、リ
チウムイオン組電池２０からの電力が、直流交流変換器１０２を介して負荷設備１０３に
供給される。なお、この放電状態においても、各リチウムイオンセル２の電圧がリアルタ
イムにコントローラ６に送信される。
【００３９】
　また、リチウムイオン組電池２０を移設（運搬）や撤去・廃棄などする場合には、リチ
ウムイオン組電池２０を充電回路から切り離す。すなわち、監視装置７の入力部から、切
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り離しの目的を含む放電指令を入力すると、放電指令とその目的に適合した放電停止電圧
を指示する停止電圧指令とが、コントローラ６に入力、送信される。例えば、上記のよう
に、運搬を目的とする場合には、放電停止電圧を放電終止電圧とする停止電圧指令が送信
され、撤去・廃棄を目的とする場合には、放電停止電圧をゼロボルトとする停止電圧指令
が送信される。これにより、コントローラ６から主スイッチ５に対して開指令が送信され
てリチウムイオン組電池２０の充電が停止されるとともに、すべてのバランス回路３に対
して閉指令が送信され、全リチウムイオンセル２の放電が開始される。
【００４０】
　その後、各リチウムイオンセル２の電圧が放電停止電圧に達した場合には、それぞれの
リチウムイオンセル２のバランス回路３に対して、順次開指令が送信される。これにより
、各リチウムイオンセル２の放電が順次停止され、すべてのリチウムイオンセル２が放電
停止電圧まで放電される。このとき、コントローラ６の表示部に、各リチウムイオンセル
２の放電終了を示す表示が順次されるとともに、すべてのリチウムイオンセル２の放電が
終了すると、監視装置７のディスプレイにその旨が表示される。そして、目的に応じて、
リチウムイオン組電池２０を運搬や撤去・廃棄などするものである。
【００４１】
　以上のように、この管理装置および管理方法によれば、リチウムイオン組電池２０を運
搬や撤去などする場合には、すべてのリチウムイオンセル２が放電されるため、運搬や撤
去などの安全性を確保することができる。しかも、運搬や撤去・廃棄などの目的に応じた
放電停止電圧まで各リチウムイオンセル２を放電させるため、安全性を確保した上で、運
搬や撤去・廃棄などを適正に行うことが可能となる。
【００４２】
　また、監視装置７からコントローラ６に対して放電指令などを入力することで、リチウ
ムイオン組電池２０の設置・運用状況などに応じて柔軟・任意に、すべてのリチウムイオ
ン二次電池を放電させることができる。さらに、バランス回路３を、各リチウムイオンセ
ル２の電圧調整のみならず、充電回路から切り離す際の全セル放電用としても使用するた
め、バランス回路３が有効に活用され、設備費用を軽減することが可能となる。
【００４３】
　（実施の形態２）
　図２は、この実施の形態に係る管理装置を備えるリチウムイオン組電池システム１を無
停電電源装置に適用した状態を示す概略構成図である。ここで、実施の形態１と同等の構
成については、同一符号を付することで、その説明を省略する。
【００４４】
　この管理装置は、リチウムイオン組電池２０が充電回路から切り離されたことを検知す
る検知手段を備え、この検知手段による検知に基づいてコントローラ６がすべてのバラン
ス回路３を作動させる点で、実施の形態１と構成が異なる。すなわち、主スイッチ５（バ
イパスダイオード８）とリチウムイオン組電池２０との間（充電回路）に、充電電流およ
び放電電流を計測する電流計９が接続され、この電流計９による計測結果がリアルタイム
にコントローラ６に送信されるようになっている。そして、電流計９によって計測された
充電電流がゼロの場合に、リチウムイオン組電池２０が充電回路から切り離されたとコン
トローラ６で判断（検知）し、実施の形態１と同様にして、主スイッチ５をオフして、す
べてのリチウムイオンセル２を放電させるものである。ここで、通常のフロート充電にお
いて、満充電に達することで充電電流が平衡して一時的・断続的にゼロになる事象がある
場合には、この事象と判別するために、所定時間継続して充電電流がゼロの場合に、リチ
ウムイオン組電池２０が充電回路から切り離されたと判断する。
【００４５】
　このように、この実施の形態によれば、リチウムイオン組電池２０が充電回路から切り
離されたことを検知して、すべてのバランス回路３を作動させるため、人の判断などによ
らず、確実にすべてのリチウムイオンセル２を放電させることができる。ここで、充電電
流がゼロの場合に、リチウムイオン組電池２０が充電回路から切り離されたと判断してい
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オン組電池２０が充電回路から切り離されたと判断するようにしてもよい。この場合、主
スイッチ５は、コントローラ６によっては開閉制御されず、別の制御部あるいは人手によ
って制御されるものとする。
【００４６】
　以上、この発明の実施の形態について説明したが、具体的な構成は、上記の実施の形態
に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても、
この発明に含まれる。例えば、実施の形態１では、コントローラ６と監視装置７とを別対
としているが、一体とし、コントローラ６において放電指令や停止電圧指令などを入力す
るようにしてもよい。また、実施の形態１では、監視装置７の入力部から切り離しの目的
を入力しているが、リチウムイオン組電池２０の使用期間や劣化程度などに応じて、廃棄
か移設・運搬かなどの目的を自動的に判断し、放電停止電圧を設定するようにしてもよい
。さらに、移設や廃棄などの計画を予め監視装置７に入力し、この計画に基づいて監視装
置７からコントローラ６に制御指令を送信するようにしてもよい。
【００４７】
　また、１組のリチウムイオン組電池２０に対してひとつのコントローラ６を設けている
が、リチウムイオンセル２の接続数に応じて複数のコントローラ６を設けてもよい。例え
ば、６～１２個のリチウムイオンセル２を１モジュールとし、このモジュールごとにコン
トローラ６を設け、放電を行うようにしてもよい。このとき、さらに主スイッチ５とバイ
パスダイオード８とを備えた状態を１ユニットとして、各ユニットを監視装置７で監視、
制御するようにしてもよい。この場合、実施の形態２において、モジュール（ユニット）
が充電回路から外されたことを機械的に検知し、その検知によってすべてのバランス回路
３を作動させるようにしてもよい。
【００４８】
　また、１組のリチウムイオン組電池２０を有するシステムについて説明したが、リチウ
ムイオン組電池２０を複数接続したシステムにも適用することができる。さらに、リチウ
ムイオン組電池システム１を無停電電源装置に適用した場合について説明したが、整流装
置や自動車用蓄電池などにも適用することができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１　　　　リチウムイオン組電池システム
　２　　　　リチウムイオンセル（リチウムイオン二次電池）
　２０　　　リチウムイオン組電池
　３　　　　バランス回路
　３１　　　放電用抵抗
　３２　　　放電スイッチ
　４　　　　電圧計
　５　　　　主スイッチ
　６　　　　コントローラ（制御手段、検知手段の一部）
　７　　　　監視装置（監視手段）
　８　　　　バイパスダイオード
　９　　　　電流計（検知手段の一部）
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